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詐欺被害を防ごう！
STOP！ATMでの携帯電話

ATMでの特殊詐欺被害が多発しています。詐欺犯人は、高齢者をATMに誘導し、携帯電話で指示をします。
「ATMでの携帯電話の通話はしない、させない！」深川警察署☎3641-0110、城東警察署☎3699-0110、東京湾岸
警察署☎3570-0110 問▢危機管理課防犯担当☎3647-4399、℻3647-9651
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童
育
成
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
に
、
₅
月
₃₁
日
に
現
況
届
を
お
送

り
し
ま
し
た
。
₆
月
以
降
も
引
き
続

き
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
現

況
届
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提
出
が
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で
す
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期
限
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で
に
ご
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出
く
だ
さ
い
。
現
況
届
の
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出
が
遅
れ
た
場
合
は
、
手
当
の
支

給
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
現
況
届
に
同
封
の
お
知
ら
せ
を

お
読
み
く
だ
さ
い
。
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当
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（
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入
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付
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最
近
、「
ガ
ス
点
検
業
者
、
水
道
業

者
、
リ
フ
ォ
ー
ム
業
者
等
を
名
乗
っ

た
不
審
者
が
自
宅
に
来
た
」
と
い
っ

た
通
報
・
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。
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あ
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た
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に
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こ
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な
く
1
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0
番

通
報
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
犯

罪
の
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
、
自

宅
の
防
犯
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。
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在
宅
時
で
も
玄
関
や
窓
に
必
ず
カ

ギ
を
か
け
る
な
ど
、
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締
り
を
徹

底
し
ま
し
ょ
う
。
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フ
ォ
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認
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ま
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。
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。
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防
犯
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や
補
助
錠
を

付
け
た
り
、
防
犯
カ
メ
ラ
、
セ
ン

サ
ー
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イ
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を
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置
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る
の
も
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果
的
で
す
。
防
犯
性
能
の
高
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「
Ｃ
Ｐ
部
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」
も
有
効
で
す
。
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潮
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に
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っ
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走
る
「
江
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シ
ー

サ
イ
ド
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す
。

江
東
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最
大
規
模
の
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ポ
ー
ツ
イ
ベ

ン
ト
で
、
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ン
テ
ィ
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を
体
験
し

て
み
ま
せ
ん
か
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※
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せ
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₁₆
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あ
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ｅ▢koto-seaside@city.koto.
lg.jp 児童育成手当所得制限限度額表

扶養親族等の数 本人限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

※ 所得制限限度額以上の場合は受給資格が
消滅します。

○申請が不要な方（5/31に支給済み）
①令和5年3月分の児童扶養手当受給の方

○申請が必要な方　申請期限：令和6年2／29（木）
② 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当（表1）の支給

を受けていない方（公的年金等受給者）
③ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しているなど、収入が児童扶養手当
（表1）を受給している方と同じ水準になっている方（家計急変者）

○申請が不要な方（5/31に支給済み）
① 令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）」受給の方

○申請が必要な方　申請期限：令和6年3／15（金）
② 平成17年4／2（特別児童扶養手当支給対象児童については、平成15年4／2）から令和6年2／

29までに出生した児童を養育する父母等であって、令和5年1／1以降の収入が急変し、住
民税非課税相当（表2）の収入となった方

表1　児童扶養手当支給制限限度額（収入基準額）
扶養親族等の数 本人基準額 配偶者・扶養義務者

基準額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

表2　非課税（相当）限度額
扶養親族の数 非課税所得限度額 非課税相当

収入限度額
0人 　450,000円 1,000,000円
1人 1,010,000円 1,560,000円
2人 1,360,000円 2,057,000円
3人 1,710,000円 2,557,000円
4人 2,060,000円 3,057,000円
5人 2,410,000円 3,557,000円

給 付 額　対象児童1人あたり5万円
必要書類　区ホームページ・こども家庭支援課窓口

（区役所3階14番）にある申請書、申請者の本人確認書類、
口座情報のわかる書類、収入（所得）見込額の申立書、
収入の確認書類（本人、配偶者、扶養義務者等）など状
況に応じて必要書類を求めることがあります
申請方法　申請書、その他の必要書類とともに、〒135
-8383区役所こども家庭支援課給付係へ郵送・窓口で

支給時期
①に該当する方：5／31に支給済み
②③に該当する方：各月15日までに書類に不足・不備なく申請した場合、翌月10日
頃に支給
支給方法
①に該当する方：児童扶養手当受給口座または令和4年度「子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯以外分）」受給口座に振り込み済み
②③に該当する方：申請書記載の受取口座に振り込み
※給付対象者に該当しても令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯
分またはひとり親世帯以外分）で、すでに支給を受けている場合は除かれます

　食費等の物価高騰に直面し、影
響を特に受ける低所得の子育て世
帯に対し、子育て世帯生活支援特
別給付金を支給します。
問▢ こども家庭支援課給付係

☎3647-4754、℻3647-9196

児童扶養手当受給資格
18歳に達する日以後の最初の3／31（中度以上の障害を有する児童は20歳未満）までの児童を養育している父、母または養育者で児童が次の（ア）～

（キ）のいずれかに該当する場合
（ア）父母が離婚した児童（イ）母が未婚で出生した児童（ウ）父または母が死亡・生死不明の児童（エ）父または母に引き続き1年以上遺棄されている
児童（オ）父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童（カ）父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童（キ）父または母に重度の障害
がある児童

共通事項

ひとり親世帯の方へ

住民税非課税世帯（ひとり親世帯以外）の方へ


